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議案第３１号  

 

藤沢市都市公園条例の一部改正について 

 藤沢市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

２０２３年（令和５年）９月１日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市都市公園条例の一部を改正する条例 

藤沢市都市公園条例（昭和３５年藤沢市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

「  「   ２００円 ２６０円  
 ２０円  ２６円  
 １０円  １４円  
 ５００円  ６５０円  

 
別表第６中 

１０,０００円  
を 

１２,０００円  
に改める。 ２０,０００円 ２６,０００円 

 ４時間まで 
２０,０００円。
以後１時間までご
とに５,０００円
を加算した額 

 ４時間まで 
２６,０００円。
以後１時間までご
とに６,５００円
を加算した額 

 

」 」 
   

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市都市公園条例別表第６の規定は、この条例の施

行の日以後に許可を受けた都市公園の使用に係る使用料について適用し、同日前

に許可を受けた都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、都市公園の使用料について、その受益と負担の適正化

を図り、もって社会的公平性を確保するため、その額を改定する必要による。 


